
◎群馬県告示第１８８号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定により、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「令」という。）第１３条の２に規定する

土地の区域を指定区域として次のとおり指定した。

平成２３年５月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

指定番号 指定区域の所在地 埋立地の区分

６７ 伊勢崎市富塚町字大向１２２番、１２３番、１２４番 オ

備考 埋立地の区分

ア 令第１３条の２第１号に規定する埋立地の区域

イ 令第１３条の２第２号に規定する埋立地の区域

ウ 令第１３条の２第３号イに規定する埋立地であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４

６年厚生省令第３５号。以下「規則」という。）第１２条の３１第１号に規定する埋立地の区域

エ 令第１３条の２第３号イに規定する埋立地であって、規則第１２条の３１第２号に規定する埋立地の区域

オ 令第１３条の２第３号ロに規定する埋立地であって、規則第１２条の３２に規定する措置が講じられた埋立

地の区域


